
（日々雇用者）

労働者 　　　　様

使用者 晴れの国農園　　　岡山　太郎

使用者所在地 津山市　　〇〇

就労日 2025年3月20日

契約更新の有無 なし

労働契約の期間に関する事
項

就労日当日に限る

就業場所 高梁市・・・・

従事すべき業務の内容 農作業の手伝い

圃場の除草作業

始業、終業の時刻 　　9：30～16：00　（５時間３０分）

休憩時間 　　12：00～13：00（６０分）

所定時間外労働の有無に
関する事項

なし

基本賃金 時給　1,000円

諸手当の額 交通費なし

所定労働時間外労働に対し
て支払われる割増賃金

法定超：なし　　深夜割増：25％

賃金支払日 就労日当日

賃金の支払方法 現金払い、または本人指定口座に振込

昇給、退職手当、賞与の有無 なし

休日・休暇 なし

社会保険等 労災保険の適用あり

解雇の理由 身体または精神の障害により業務に耐えられないと認められるとき

勤怠不良で改善の見込みがないとき

事業の縮小その他やむを得ない事業場の都合により必要が生じたとき

暴言や窃盗の事実が確認されたとき

その他前各号に準ずるやむを得ない事由が生じたとき

相談窓口 使用者に同じ

その他
就業場所、業務内容、始業・終業時間は使用者の都合により変更に
なる可能性がある

労働条件通知書


